
様式第三号（第八条の二十七関係）

鹿児島県知事　殿

報告者
　住　　所 鹿児島市鴨池新町１０－１
　氏　　名 ○○建設株式会社　代表取締役　△△　△△
　（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

　電話番号 ０９９－○○○－○○○○

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３第７項の規定に基づき，令和○年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

業　　種

電話番号　　　

番号 産業廃棄物の種類 排出量(t)
管理票の
交付枚数

運搬受託者の
許可番号

運搬受託者の氏名又は名称 運搬先の住所
処分受託者の
許可番号

処分受託者の氏名又は名称 処分場所の住所

1 廃プラスチック類 10 20 171717 有限会社○○ △△市○〇〇１－２３ 181818 株式会社○○
鹿児島県〇〇〇市
××３－２－１

2 がれき類 8 15
　自社運搬の
　場合は不要 自社運搬

鹿児島県○○○市
□□４５－６

181920 □□□株式会社
　運搬先の住所と同じ
　場合，記載は不要

3
○○（水銀使用製
品産業廃棄物を
含む）

0.05 5 121314 ○○商会
△△県○○○市
□□７－８

151617 株式会社△△
△△県○○○市
□□７－８

4
ばいじん（水銀含
有ばいじん等を含
む）

0.2 2 191919 ○○化学
××県△△市
○○９－１０

202020 △△△株式会社
××県△△市
○○９－１０

5
がれき類（石綿含
有産業廃棄物を
含む）

2 2 自社運搬
鹿児島県◎◎市△９
番地

901234 有限会社☆環境

4

備考
１

２

３

４

５

６

７

令和　　年　　月　　日
産業廃棄物管理票交付等状況報告書（令和○年度）

　この報告書は，前年４月１日から３月３１日までに交付した産業廃棄物管理票について６月３０日までに提出すること。

　同一の都道府県（政令市）の区域内に，設置が短期間であり，又は所在地が一定しない事業場が２以上ある場合には，これらの事業場を１事業場としてまとめた上で提出すること。

事業場の名称

事業場の所在地 ０９９４－○○－○○○○

総合工事業○○町内道路改良工事（第２工区）工事現場

鹿児島県○○市○○町○○１２３－４５

　区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には，区間ごとの運搬受託者又は再受託者についてすべて記入すること。

（日本工業規格　Ａ列４番）

　産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。

　業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。

　運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物，水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は，「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに，各事項について石綿含有
産業廃棄物，水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。

　処分場所の住所は，運搬先の住所と同じである場合は記入する必要はないこと。

収集運搬業者の許可番号
（下６桁でも可）を記載しま
す。
自社運搬の場合は，記載不要

産業廃棄物の種類を記載します。

（換算係数表参照）

また，同じ種類であっても処理

業者が異なる場合は，分けて記

載します。

さらに，石綿含有産業廃棄物や

水銀使用製品産業廃棄物等は

分けて記載します。

行が不足する場合は，適宜追加

してください。

「運搬先の住所」と同じ場所
であれば記載不要です。
運搬先と処分場所が異なる場
合のみ記載。

収集運搬業者の所在地では

なく，産業廃棄物を下ろし

た先の住所を記載します。

処分業者の許可番号
（下６桁でも可）を記載しま
す。

単位は「ｔ（トン）」で記載
します。
トン以外の場合は，「換算係
数表」を参考にし，トンで記
載します。

記 入 例 １

「廃棄物が排出された場所」に関して記載します。
「廃棄物が排出された場所」が複数ある場合，事業場ごとに報告書の作成が必要です。
（ただし，短期間の現場が複数ある場合は，名称欄に「鹿児島県内管轄工事」，所在地欄
に「鹿児島県管轄区域内」などと記載してかまいません。法人の本社情報は記載しないで
ください。）

ここに記載した場所が「鹿児島市以外の県内」の場合は県庁に報告して下さい。

「鹿児島市」の場合は鹿児島市に報告して下さい。

報告する年度ではなく，管理票
を交付した年度を記載します。

報告する法人の本社情報を
記載します。（捺印不要）

日本標準産業分類の「中分類」
（別添資料参照）を記載します。

建設現場等の事業場で電話番号が
ない場合は，記載不要です。

○○には，電池類や蛍光灯
など一般的な名称を記入し
てください。
（手引きの電子コード参
照）



様式第三号（第八条の二十七関係）

鹿児島県知事　殿

報告者
　住　　所 鹿児島市鴨池新町１０－１
　氏　　名 ○○工業株式会社　代表取締役　△△　△△
　（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

　電話番号 ０９９－○○○－○○○○

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３第７項の規定に基づき，令和○年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

業　　種

電話番号　　　

番号 産業廃棄物の種類 排出量(t)
管理票の
交付枚数

運搬受託者の
許可番号

運搬受託者の氏名又は名称 運搬先の住所
処分受託者の
許可番号

処分受託者の氏名又は名称 処分場所の住所

1 廃プラスチック類 10 15 123456 ◎◎運輸株式会社
鹿児島県○○市△△
町１－２

1 789012 有限会社△△物流
鹿児島県○○郡○○
町○○３－４

345678 凹凸建設株式会社

2 廃油 2 4 自社運搬
鹿児島県○○市○○
町５－６

2 567890 □□フェリー株式会社
鹿児島県▲▲市○○
町７－８

2 112233 ◇◇環境株式会社
鹿児島県○○郡○○
町９－１０

445566 ◇◇環境株式会社

備考
１

２

３

４

５

６

７

令和　　年　　月　　日
産業廃棄物管理票交付等状況報告書（令和○年度）

　この報告書は，前年４月１日から３月３１日までに交付した産業廃棄物管理票について６月３０日までに提出すること。

　同一の都道府県（政令市）の区域内に，設置が短期間であり，又は所在地が一定しない事業場が２以上ある場合には，これらの事業場を１事業場としてまとめた上で提出すること。

事業場の名称

事業場の所在地 ０９９３－○○－○○○○

金属製品製造業○○工業(株)　□□工場

鹿児島県○○市○○町○○１２３－４５

　区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には，区間ごとの運搬受託者又は再受託者についてすべて記入すること。

（日本工業規格　Ａ列４番）

　産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。

　業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。

　運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物，水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は，「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに，各事項について石綿含有
産業廃棄物，水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。

　処分場所の住所は，運搬先の住所と同じである場合は記入する必要はないこと。

区間委託（積替保管場所経由）

の場合は，産業廃棄物の種類ご

とに同じ番号を記入して下さい。

区間委託の場合，積替保管
場所を記載します。

記入例２（区間委託（積替保管）がある場合）
※他の記載項目の詳細については「記入例１」を参照のこと

「運搬先の住所」と同じ場所
であれば記載不要です。

区間１

区間２

区間委託（積替保管場所経

由）の場合は，上段に第１
区間，下段に第２区間（第
３区間）を委託した業者を

記入して下さい。
区間１

区間２

区間３


